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★

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

規
則
第
四
十
二
号)

(

障
害
者
支
援
室)

一

制
定
の
要
旨

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指

定
並
び
に
自
立
支
援
医
療
の
支
給
認
定
に
係
る
手
続
な
ど
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

★

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

(

規
則
第
四
十
三
号)

(

障
害

者
支
援
室)

一

改
正
の
要
旨

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
関
係
規
則
の
規
定
を
整
理
し
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日

★

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
四
十
四
号)

(

介
護
保
険
指
導
室)

一

改
正
の
要
旨

介
護
保
険
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及
び
指
定
の
更
新
制
度
等
が
創
設
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
指
定
申
請
書
等
の
改
正
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
八
年
四
月
一
日
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広
島
県
介
護
福
祉
士
修
学
資
金
貸
付
規
則

児
童
福
祉
法
施
行
細
則

知
的
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

未
熟
児
養
育
医
療
費
用
徴
収
規
則

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則

規

則

名

介
護
等
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
修
学
資
金
の
返
還

債
務
が
免
除
さ
れ
る
児
童
居
宅
介
護
等
事
業
等
の
廃
止
に
伴

う
規
定
の
整
理

児
童
居
宅
支
援
事
業
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
へ
の
移
行

に
伴
う
事
業
者
の
指
定
申
請
及
び
事
業
の
届
出
並
び
に
育
成

医
療
の
自
立
支
援
医
療
へ
の
再
編
に
伴
う
給
付
の
申
請
及
び

費
用
徴
収
に
関
す
る
規
定
の
整
理

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
へ

の
移
行
に
伴
う
事
業
者
の
指
定
申
請
及
び
事
業
の
届
出
に
関

す
る
規
定
の
整
理

身
体
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
へ

の
移
行
に
伴
う
事
業
者
の
指
定
申
請
及
び
事
業
の
届
出
並
び

に
更
生
医
療
の
自
立
支
援
医
療
へ
の
再
編
に
伴
う
医
療
機
関

の
指
定
等
に
関
す
る
規
定
の
整
理

育
成
医
療
の
自
立
支
援
医
療
へ
の
再
編
に
伴
う
費
用
徴
収
の

規
定
に
お
け
る
引
用
規
定
の
整
理

精
神
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
へ

の
移
行
に
伴
う
事
業
の
届
出
に
関
す
る
規
定
の
整
理
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規規規

則則則

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
一
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
四
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

趣
旨)

第
一
条

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

の
施
行
に

関
し
て
は
、
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令

(
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
。
以
下

｢

令｣

と
い
う
。)

、
障
害

者
自
立
支
援
法
施
行
規
則

(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
。
以
下

｢

省
令｣

と
い
う
。)

、
障
害

者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

に
関
す
る
省
令

(

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
八
号
。
以
下

｢

基
準
省
令｣

と
い
う
。)

、
広
島
県

障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
条
例

(

平
成
十
八
年
広
島
県
条
例
第
二
号)

及
び
児
童
福
祉
法
及
び

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
過
料
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
八
年
広
島
県
条
例
第
三
号)

に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
申
請)

第
二
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
指
定
申
請
書
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出
等)

第
三
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち
、
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
変
更
届
出
書
に
よ
り
、
事
業

の
廃
止
、
休
止
又
は
再
開
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

(

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
公
示)

第
四
条

法
第
五
十
一
条
の
公
示
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
県
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

指
定
、
名
称
及
び
所
在
地
の
変
更
、
事
業
の
廃
止
又
は
指
定
の
取
消
し(

次
号
に
お
い
て｢

指
定
等｣

と
い
う
。)

に
係
る
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

三

指
定
等
を
行
っ
た
年
月
日

四

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

(

自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
等
の
申
請)

第
五
条

法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
う
ち
、
育
成
医
療

(

令

第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
育
成
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第

四
号
に
よ
る
支
給
認
定
申
請
書
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療

(

令
第
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医

療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
五
号
に
よ
る
支
給
認
定
申
請
書
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

省
令
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
医
師
の
意

見
書
又
は
診
断
書
の
う
ち
、
育
成
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
六
号
に
よ
る
意
見
書
に
よ

り
、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
診
断
書
兼
意
見
書
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

(

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
申
請)

第
六
条

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
う
ち
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療

(

令
第
一
条
第

二
号
に
規
定
す
る
更
生
医
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者

別
記
様
式
第
八
号

二

薬
局
の
開
設
者

別
記
様
式
第
九
号

三

令
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
又
は
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

(

以
下

｢

指

定
訪
問
看
護
事
業
者
等｣

と
い
う
。)

別
記
様
式
第
十
号

２

法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
う
ち
、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者

別
記
様
式
第
十
一
号

二

薬
局
の
開
設
者

別
記
様
式
第
十
二
号

三

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

別
記
様
式
第
十
三
号

(

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出)

第
七
条

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち
、
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
に
係
る
も
の
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者

別
記
様
式
第
十
四
号

二

薬
局
の
開
設
者

別
記
様
式
第
十
五
号

三

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

別
記
様
式
第
十
六
号

２

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
う
ち
、
精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
各
号
に

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

(

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
休
止
等
の
届
出)

第
八
条

省
令
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
掲
げ
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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